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条例制定等に関する周知・啓発に関する取組みについて 

 

１ 市政だより及び市ホームページへの掲載 

（１）10月号特集「障害を理由とする差別の解消に向けて」の掲載 

 障害のある方を取り巻く状況 

 条例の制定について 

 障害のある方はこんなことに困っています（事例紹介） 

 障害のある方、ご家族のインタビュー 

 ココロン・カフェのご案内 

 誰もが安心して暮らせる社会に向けて私たちができること 

（２）11月号お知らせ 

 中間案への意見募集、市民説明会のお知らせ 

（３）市ホームページへの掲載 

 中間案への意見募集、市民説明会のお知らせ 

 

２ 市民説明会の開催 

（１）説明会の実施結果 

 日時 区 会場 参加者 

１ 11月 6日（金） 10：00～11：30 宮城野 
生涯学習支援センター 

第２セミナー室 
3名 

２ 11月 6日（金） 17：00～18：30 泉 
泉区中央市民センター 

第１会議室 
4名 

３ 11月 7日（土） 18：00～19：30 青葉 
市役所本庁舎８階ホール 

 
11名 

４ 11月 10日（火） 19：00～20：30 太白 
太白区中央市民センター  

大会議室 
11名 

５ 11月 11日（水） 18：00～19：30 若林 
若林区中央市民センター  

セミナー室ＡＢ 
5名 

（２）いただいた意見等 

 障害者同士でも他の障害のことがわからない。障害について、十分に理解でき

るような取組みをしていくべきと感じる。 

 条例があっても、市の中に広まっていかないと意味がない。条例施行後も条例

を広めていく働きを続けていかないと意味がないと思うので考えてほしい。 

 調整機関には、障害特性を理解した方を入れてほしい。 

 障害者が条例を盾にして権利だけを主張することが心配。それでは理解が進ま

ない。障害者にも法や条例の趣旨、話し合いの必要性を啓発してほしい。 

 学校の発達障害児への合理的配慮が足りていないと思う。その子にあった支援

を行うことが大切だと感じているが、過重な負担となる場合は、配慮をしなく

てもいいとなってしまうことを懸念している。 

資料 ２ 
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 合理的配慮の説明が簡単すぎる。皆さんにわかっていただきたいところのはず。

工夫する必要があると思う。 

 障害者の定義については、医学モデルから社会モデルに転換すべきではないか。 

 不当な差別的取扱いの「不当な」という表現は、不均等・不利益といった表現

にあらためるべき。 

 相談機関は第３者機関として独立機関を作ってほしい。 

 

３ その他施設・団体等への配布等 

（１）市施設・公的機関における配布・閲覧（96ヶ所） 

各区役所・総合支所、市政情報センター（本庁舎・宮城野区・若林区・太白区）、

仙台市福祉プラザ、各市民センター、のびすく、市民活動サポートセンター、

仙台公共職業安定所等 

（２）障害者関係団体・事業所等、権利擁護関係団体、特別支援学校への配布 

（477ヶ所） 

福祉関係各種法人、障害福祉サービス事業所、障害者団体、精神科病院、特別

支援学校、ひとにやさしいまちづくり協議会加盟団体、成年後見サポート推進

協議会等 

（３）民生委員児童委員への配布（1,527人） 

（４）各地区社会福祉協議会会長への配布（103ヶ所） 

（５）仙台市メール配信サービスでの配信 

（６）障害福祉サービス事業所等へのＥメール送付 

 

４ 事業者団体等への訪問・郵送 

（１）訪問した事業者・団体 

  訪問期間：平成 27年 10月 14日（水）～ 平成 27年 10月 22日（木） 

  事業者・団体：以下 13団体 

① 宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合 

② 一般社団法人宮城県経営者協会 

③ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部宮城障害者職業センター  

④ 宮城県中小企業団体中央会 

⑤ 一般社団法人宮城県タクシー協会仙台地区総支部 

⑥ 公益社団法人宮城県バス協会 

⑦ 仙台経済同友会 

⑧ 仙台商工会議所 

⑨ 宮城交通株式会社 

⑩ 宮城県社交飲食業生活衛生同業組合 

⑪ 東日本旅客鉄道株式会社仙台支社 

⑫ 公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会（中間案郵送） 

⑬ 一般社団法人日本エレベーター協会東北支部（中間案郵送） 
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（２）いただいた意見等 

 差別解消は、企業が取り組んでいかなければ理解が進まないと感じる。職場で

教わることというのは意外に多い。 

 障害者の入店に関しては、比較的大きい施設では対応できているが、小さい施

設では進んでいないのが現状。 

 店主だけが理解するのではなく、お客様と接する従業員が理解することが大切。 

 高齢化が進むなか、障害者等の配慮を必要とする方が減少することはない。高

齢化社会にとっても必要な取組み。 

 障害者かどうか見た目でわからない場合がある。言われなければわからないが、

こちらから聞くことも難しい。 

 

５ 事業者団体ホームページ掲載、広報誌掲載、会員への配布、研修会での周知 

  ①宮城県中小企業団体中央会ホームページへの掲載 

  ②宮城県社交飲食業生活衛生同業組合発行の「宮城社交飲食新聞」への掲載 

   ・発行数：5,000部（11月 10日発行号） 

  ③仙台経済同友会会員への中間案及び差別解消法パンフレットの配布 

   ・配布数：300部 

  ④公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会平成 27年度第 2回本部研修会での周知 

   ・日 時：平成 27年 11月 12日（木）12:40～ 

   ・会 場：電力ホール 

   ・参加者：600名（公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会会員） 

 

６ 第 13回ココロン・カフェ、ココロン・カフェ☆スペシャルの開催、ココロン・カ

フェ in SHOKEIへの協力 

【第 13回ココロン・カフェ】 

（１）実施日時及び参加者数等 

  日 時：平成 27年 10月 13日（火）14：00～16：00 

  場 所：仙台市急患センター5階研修室 

  参加者：50名（7グループで意見交換実施） 

      うち協議会委員（市川委員、諸橋委員、柴田委員、杉山委員、千葉委員） 

（２）実施内容 

① はじめに 

② 仙台市説明 

・条例のあり方（中間案）について 

③ ワークショップ 

・グループワークによる意見交換 

テーマ「一緒に考えよう！障害による差別解消に向けて私ができること」 

・意見発表 

（３）いただいたご意見等 

  ○法律・条例等の周知について 

 自分の家族など身近なところから広めていくことが大事。 
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 条例というと難しくてなじみがわきにくいが、わかりやすい言葉に変えて伝

えていくということをやっていきたい。 

 当事者がもっと外に出て行くことが知ってもらうきっかけになる。 

○障害理解促進について 

 まず自分自身が差別をしないことが必要。 

 障害者に対する偏見をなくすような声を集約して、アピールしていきたい。 

 差別と感じる体験にあっても、めげずに自分から出ていくこと、発言するこ

とで、まわりを巻き込んで状況を変えていきたい。 

 正しい知識を持つためにココロン・カフェなどのイベントに参加することが

大事。 

○地域とのつながり、ネットワーク作りについて 

 地域にある学校や施設などのネットワークは重要。そのために普段から顔の

見える関係作りが必要。 

 小学校での出前講座や地域のごみ清掃などで実際に地域の人と関わっていく

ことで理解が深まるのではないか。 

 地域の中で、障害者や高齢者の手伝いを広げていきたい。 

○雇用の場の拡大について 

 そもそも働く場がないという現状についてもっと広報、啓発をしていきたい。 

 雇用の拡大だけでなく職場環境に対するがケアが必要。 

 労働について困ったことを相談できる機関、パワハラなどをチェックする機

関が必要。 

（４） 実施状況について（アンケート結果より） 

[第 13回ココロン・カフェ] 

〇 参加者数 

 

 

 

・障害者施策推進協議会委員 ・障害当事者 

・障害関係団体関係者    ・民生委員児童委員 

・地域関係者         など 

 

〇 アンケート結果 （回収 18名:男性 9名/女性 8名/不明 1名)  

 

 

 

 

 

 
 

５：非常によい  ４：よい  ３：どちらともいえない  ２：あまりよくない １：全くよくない 

男性 女性 合計 

23 名 27名 50名 
男性 

46% 

女性 

54% 

性別 

6 

10 

1 1 0 0 

6 6 
3 2 

0 1 

8 7 

0 1 0 
2 

5 4 3 2 1 不明 

評価 

全体 仙台市説明 ワークショップ 4 4 4 4 

1 1 

0 

２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代

以上 

不明 

年代 
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○アンケートの主な感想・意見等（抜粋） 

 １つのテーマについてだったので、時間を使って話すことができた。 

 市民、当事者、支援者が集まれる機会はやはりこれからもあってほしいと思う。 

 今日は市外から参加された方もいて良かったと思う。宮城県全体の障害理解の

底上げが仙台市の環境改善につながると思います。 

 

【ココロン・カフェ☆スペシャル 

「一緒に考えよう！～障害による差別解消に向けて私ができること～」】 

（１）実施日時及び参加者数等 

    日 時：平成 27年 10月 24日（土）13：30～17：00 

    場 所：せんだいメディアテーク 1階オープンスクエア 

    参加者：150名（うちワークショップ参加 57名、9グループで意見交換） 

ワークショップに参加した協議会委員（黒瀧委員、佐々木委員、諸橋委員、

柴田委員、杉山委員、千葉委員、畑中委員） 

（２）実施内容 

① あいさつ 

② 第１部 シンポジウム 

・講演「障害を理由とする差別の解消を推進するための条例の検討状況について」 

講師：阿部 一彦 会長 

・パネルディスカッション 

「サービス提供や教育等における取り組みから差別解消について考える」 

コーディネーター：阿部 一彦 会長 

パネリスト 

仙台市立蒲町小学校校長 仲野 繁俊 氏 

特定非営利活動法人アフタースクールぱるけ代表理事 谷津 尚美 氏 

株式会社 清月記 商品管理部課長 日下部 直憲 氏 

AMA（仙台長町店）／認定 NPO法人ビートスイッチ  古川 真由美 氏 

宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長 佐藤 勘三郎 氏 

③ 第２部 ワークショップ 

・グループワークによる意見交換 

テーマ「一緒に考えよう！障害による差別解消に向けて私ができること」 

・意見発表 

  ④ まとめ 

（３）シンポジウムでの主な発言等 

○差別解消全般や条例に関すること 

 誰もが暮らしやすいまちづくりのためには、障害のある人が困っていることを

当たり前に言うことができ、それを当たり前に手助けができるまちにしていく

ことが大事。そのために障害特性の理解、相互理解の促進が不可欠。 

 障害者差別解消法は大切なツール（武器）。しかし、地域や市民にまで浸透し

づらい。条例は、地域や市民を巻き込むためのさらに強力なツール（武器）に

なる。 
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○学校教育における取り組みについて 

 学校における取り組みは障害理解促進と合理的配慮の推進が重要だと考えて

いる。障害理解促進については、特別支援学級と通常学級との日常的な交流の

ほか、道徳の授業でもハンディキャップ体験や地域の福祉施設等との交流の機

会を設けている。合理的配慮については、環境整備のほか、個別の指導計画と

家庭、医療、福祉等の関係機関と連携した支援のための教育支援計画を作成し、

個々の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を行っている。 

○地域づくりについて 

 障害児は、自宅から離れた支援学校や福祉サービス事業所などを利用していて、

地域とつながりにくい環境で生活している。しかし、東日本大震災の経験から

地域の人のサポートが必要不可欠だと感じた。誰もが暮しやすいまちづくりの

ためには、困っている人を見かけたら手助けしてくれる理解者を増やし地域の

「支援力」を高めることと、当事者やその家族が困った時に助けてと言える「受

援力」を高めることが重要である。 

○雇用について 

 障害者雇用を行うにあたり、障害のある社員に配慮した作業手順の工夫や環境

整備をすることで、業務の標準化、効率化につながり企業としてもメリットが

あった。障害のある人が働きやすい環境をつくり活躍の場を増やすことで本人

もやりがいを感じ、結果、雇用の継続につながっている。 

 ○当事者からの発信や当事者活動について 

 差別や偏見は、「思いこみ」という名のモンスターから生まれる。「思いこみ」

をなくすためには、障害や困っていること等を相手にわかる形で説明し「見え

る化」することが必要。相手にわかってもらうことでコミュニケーションがと

りやすくなり、生きやすくなる。 

 障害や病気をマイナスに捉えないで、「免許」や「資格」と発想を変えた。そ

の道のプロ、専門家として当事者だからこそできることがたくさんあると考え

ている。 

  ○ホテル・旅館業界の現状や企業としての展望について 

 ホテル・旅館業界の中でも障害者差別解消法等の認知度はまだまだ低い。今後

様々な機会を使って発信し、業界全体でしっかりと認知していく必要性を感じ

ている。 

 性別や国籍、人種、年齢、性的嗜好、障害など、幅広く性質の異なるものを組

み入れることによってより組織体が強くなるダイバーシティ経営という考え

方を実践していくことが、今後の企業経営にも役立つと考えている。 

（４）グループワークでの主な意見等 

 障害を取り除いた本人を見ることが大事。 

 思いこみをなくすために開示していくことが必要。 

 日常生活圏域に障害のある人が出て行ける場所が少ないので、ココロン・カフ

ェのような場を条例が出来た後も続けていくことが必要。 

 サークル活動等を通して、障害のある人と遊びに行って市民と接する機会を増

やしていくことが必要。 
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 自分自身が障害を持っていたり、家族が障害を持っている場合は、職場の人な

ど知り合いに自分たちのことを伝えていくことが必要。 

 行政、医療機関、支援者にも思いこみや偏見がある。正しく理解してもらえる

よう話をしていくことが必要。 

 仲間、心の拠り所を作って、自信をつけて社会参加の場を広げていけるといい。

そのためには社会の側にある障壁を取り除くことも必要。 

 障害のあるなし、障害種別で壁を作らずにお互いに理解していくことが大事。 

 フェイスブックを通じて、「ここのトイレが使いづらい」などの情報を発信し

ている。 

 見えない障害を「見える化」することで配慮できるのではないか。 

 自分自身が変わってやってみることで周りも変わっていくのではないか。 

 障害のあるなしで区別するのは良くない。ハンディがあるかどうかで考える視

点も必要ではないか。 

 障害について自分自身で学ぶ機会を持つことが必要。 

 差別を受けた人は我慢をしてしまう。仲間を作って団体できちんと声をあげて、

広めていくことが大事。 

 分かり合うためにコミュニケーションが大事だが、何気ない言葉で傷つくこと

もあるので言葉遣いも大事にしていきたい。 

（５）アンケート結果より 

○参加したきっかけ 

 障害のある人もない人も共に暮らしやすい地域にしていきたいから。 

 私は軽度認知障害者ですが、「市政だより」に載ったココロン・カフェの記事

を読み、障害者である事では同じと思い、ある思いを持って参加しました。 

 障害関係の情報収集、交流、自分の考えていることの反映のため。 

 なんとなくせんだいメディアテークに来たので。 

○第１部 シンポジウム感想 

 とても具体的で良いシンポジウムでした。 

 障害者の雇用事例について聴けて良かった。できれば聴講者からの質問時間も

取ってほしかった。 

 当事者の方の困っている話と改善例が聞けて参考になった。 

 異業種のパネラーで興味深かった。 

 支援力のお話。条例によって、仙台市が支援力をつけられるかどうかが重要だ

と思いました。当事者活用の発展性の考え方、ぜひ条例に生かせればと思いま

した。 

 企業による障害者への取り組みや差別に対しても配慮が感じられて参考にな

った。 

 善意をもってこの問題に取り組んでいる人も結構多いのだなと感じました。 

 各地区のセンター、文化センター、行政等のカウンターにもう少しＰＲしてほ

しい。もっと各地区で意見を出しあって進めたい。 

 いろんな立場の人の話が聞けてよかった。「ネットワーク大事」を再認識でき

ました。 
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○第２部 グループワークの感想 

 身近な場所に、身近な地域に障害のある方も当たり前に集える様に。 

 当事者の方も支援者の方も分け隔てなくお話しができて良かったです。 

 異種障害者の話を聞けて良かった。 

 多くの話が出て時間があっという間に過ぎ、話し足りない思いが残ったが、何

事も腹八分目で次回参加への楽しみを残すのも大事な事とも思いました。 

 初心者の方にも参加しやすい内容で良かったと思う。できれば、もう少し時間

が欲しかった。 

 とても良い分かち合いの時間を持てたと思います。条例制定後、一定期間をお

いてから、見直しをするために必ず必要になります。ココロン・カフェは続け

て行くべきです。 

 みなさんの本気度はすごいと感じました。 

 「一緒に考えよう！障害による差別解消に向けて私ができること」がテーマで

したが、私自身が他者に対して差別しない事だと思います。現実はとても難し

いし、大変だと思います。 

○今後取り上げてほしい企画等 

 母親との間、距離の持ち方 

 社会的障壁をいかに解消するか 

 障害の種類と特性に関するシンポジウム 

 障害の周りの人は何をすべきか 

 職種別の合理的配慮の取り組み方（具体的に） 

 ガイドラインの説明会 

 教育に焦点をしぼったフォーラム 

 

【ココロン・カフェ in SHOKEI】 

（１）概要 

  「社会とのつながりを意識する」「他者と共に生きる姿勢を育む」をテーマに

尚絅学院高等学校で実施している総合学習Ⅱ期に際して、障害による差別解消に

ついての理解を深めるため、ココロン・カフェ形式を用いて意見交換を行った。 

（２）実施日時及び参加者数等 

  日 時：平成 27 年 11 月 12 日(木) 14：00～15：30 

  場 所：尚絅学院高等学校 食堂スペース 

  参加者：１年生 65 名、障害当事者 10 名 

（３）実施内容 

   ①はじめに 

   ②グループワークによる意見交換 

     一年生 65 名と障害者 10 名が 7～8 名ずつのグループに分かれ、差別解消に

向けた対策を話し合った。 

   【話し合いのテーマ】 

    ・障害を持つ人はどんな暮らしづらさを感じているでしょうか。 
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    ・それぞれの立場でできることは何でしょうか。 

（４）全体発表 

    生徒からは身近にできることとして、手話の習得や点字ブロック上に止めてあ

る自転車の移動などの意見が出た。 

 

７ 事例集の発行 

○ 障害のある人もない人も暮らしやすい仙台を目指すための事例集 

○ 平成 27年 10月発行 

○ 発行部数 15,000部 

（市公式ホームページにＰＤＦ版及びテキスト版を掲載） 

 






